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三宅町個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例

三宅町個人情報保護審査会条例（令和５年３月三宅町条例第９号）の一部を次

のように改正する。

第１５条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。

附則第２条第６項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和４年法律第６７号)の

施行の日から施行する。

（経過措置）

第２条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例によ

る。

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の

例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止

前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰

則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第２条の規定による改正前の刑法

（明治 40 年法律第 45 号。以下この項において「旧刑法」という。）第 12 条

に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項に

おいて同じ。）又は旧刑法第 13 条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）が含まれるときは、当該刑

のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑

とする。



三 宅 町 個 人 情 報 保 護 審 査 会 条 例 ( 令 和 5 年 条 例 第 9 号 ) 新 旧 対 照 表

改 正 後 （ 案 ） 現 行

( 罰 則 ) ( 罰 則 )

第 1 5 条 第 4 条 第 4 項 の 規 定 に 違 反

し て 秘 密 を 漏 ら し た 者 は 、 一 年 以

下 の 拘 禁 刑 又 は 5 0 万 円 以 下 の 罰 金

に 処 す る 。

第 1 5 条 第 4 条 第 4 項 の 規 定 に 違 反

し て 秘 密 を 漏 ら し た 者 は 、 一 年 以

下 の 懲 役 又 は 5 0 万 円 以 下 の 罰 金 に

処 す る 。

附 則 第 １ 条 （ 略 ） 附 則 第 １ 条 （ 略 ）

第 2 条 （ 略 ）

1 ～ 5 （ 略 ）

6 第 3 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の

例 に よ る こ と と さ れ た 義 務 に 違 反 し

て 秘 密 を 漏 ら し た 者 は 、 1 年 以 下 の

拘 禁 刑 又 は 3 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す

る 。

第 2 条 （ 略 ）

1 ～ 5 （ 略 ）

6 第 3 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の

例 に よ る こ と と さ れ た 義 務 に 違 反 し

て 秘 密 を 漏 ら し た 者 は 、 1 年 以 下 の

懲 役 又 は 3 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す

る 。


